
 

 

中核的労働基準に関する方針 

 

 

光村印刷グループは、ILO（国際労働機関）の定める「中核的労働基準」を支持・尊重します。 

 

１． 児童労働の禁止 

国内法令にて定められた最低年齢未満の児童を就労させません。 

２． 強制労働の排除 

自発的でない、かつ相互同意に基づかない労働を強制しません。 

３． 雇用及び職業における差別の撤廃 

基本的人権を尊重し、性別・国籍・人種・年齢等によるいかなる差別や嫌がらせも禁止します。 

４． 結社の自由及び団体交渉権の尊重 

結社の自由と団体交渉権を尊重します。 


